
【記入上の注意事項】

※この用紙は提出用ではありません。

学生番号を記入してください。

本人名義の口座のみ。利用不可の金融機関に注意！

２種類以上(給付・一種・二種）の学生は余白にも記入してくださ
い。申請時点で貸与が終了している学生は２を記載すること。

申請の手引き４ページ参照



（必須）

「注意事項」
「４．添付書類」について

１ 「アルバイト先からの給与明細（減額前、減額後）」

日本大学では，任意ではなく，必須で提出とします。

ただし，アルバイト先が閉店等のため，給与明細を入手できない場合は，申

請書「３．申し送り事項」にそのような事情を記入してください。

２ 給付額２０万円対象者の提出必要書類（以下のどちらか１つ）

・給付奨学生証（第Ⅰ区分）（コピー）※国の修学支援新制度

・住民税非課税証明書（父母両方あるいはひとり親のもの。本人分は不要）

３ 「その他（ ）」

留学生の方は「その他（ ）」の書類として，EcoLinkの「時間割」を印刷

して必ず添付してください。

「家庭（両親のいずれか）の収入減少等により，家庭からの追加的支援が期
待できない」ことについて，事情を記入してください。

コロナウイルス感染症の影響でアルバイト先が閉店等のため，給与明細を入
手できない場合は，そのような事情を記入し，「預貯金口座の通帳の写し」
(給与の増減がわかるページのコピー）又は「雇用主が作成する給与支払い
を証明する文書（任意様式，社判又は雇用主の私印を押なつ）」を提出して
ください。
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